
入校条件
免許の種類 条件
普通免許 満18歳以上55歳未満の方（17歳で入校できますが、修了検定の時満18歳になっていること）
大型特殊 満18歳以上60歳未満の方
けん引 満18歳以上60歳未満で、普通、中型、大型、大特、二種免許のいずれかを現在所持している方。
大型 満21歳以上60歳未満で、普通、中型、大特を受けていた期間が通算して３年以上の方。
二種免許 満21歳以上60歳未満で、普通、中型、大型、大特を受けていた期間が通算して３年以上の方。
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普通の会話が聞き取れる方。（補聴器可）聴力

普通の読み書きができ、その内容を理解できる方学力

自動車の運転に支障を及ぼす身体障害のない方運動能力

年齢

片眼で0.5以上かつ両眼で0.8以上の方（眼鏡・コンタクトレンズ使用可）、深視力が3回検査で平均2.0㎝以内の方。

片眼で0.3以上かつ両眼で0.7以上の方（眼鏡・コンタクトレンズ使用可）

視力

⾚・⻘・⻩の３⾊が識別できる方。⾊彩識別

＊聴力及び身体に障害のある方及び運転に支障がある障害及び運転に影響する病気(認知症、てんかん、無自覚性の症状を呈する睡眠障害、統合失調症、再発性
の失神、そううつ病、その他運転に支障のある症状等)がある方は、事前に各都道府県の運転免許センターで「運転適性相談窓口」にて適性相談を受けてくださ
い。適性相談の結果、不適切の場合の方は受付できません。尚、適性相談票は入校時に必ずお持ちください。
注）お客様が虚偽の申告又は申告なしに入校し、入校後に発覚した場合、退校して頂く場合がございます。また、卒業後に運転免許試験場にて受験できなかっ
たり、免許の拒否や保留になった場合も、当校では一切の責任を負いません。
行政処分を受けた方
＊交通事故・違反による行政処分を受けた方は、各都道府県の運転免許センターにて[運転免許記録証明書]を発行してもらい、教習所までお持ちください。
＊免許取消しによる行政処分を受けた方は、各都道府県の運転免許センター「受験相談窓口」にてご自身で受験相談をお受けいただき、欠格期間の終了をご確
認の上お申し込みください。ご入校に際し「取消し処分通知書」（紛失された方は「運転経歴証明書」）をご持参ください。尚、欠格期間を終了していない方
及び免許停止中の方はお申し込みできません。
＊免許取消し等行政処分を受けた方は、速やかに処分内容を自己申告してください。
注）上記の内容について虚偽の申告または必要な手続き（自己申告や必要書類の提出等）をされなかった場合は、入校をお断りする場合があります。またその
際にかかった費用（教習費用、交通費、宿泊費用など）はお客様の自己負担となりますのでご留意ください。

■注意事項≪身体条件≫
（１）質問票の提出について
2014年6月1日の道路交通法改正により、入校時及び仮免学科試験受験時に以下の項目について質問票への回答、提出が義務付けられ、虚偽の記載をした場合に
は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
いずれかに該当する方は、ご不安な方は、入校前に住⺠票所在地の運転免許試験場の運転適性相談窓口で運転適性相談を受けてください。

（２）その他身体条件について
また入校時に、視力、聴力、⾊の識別及び運動機能(身体の一部の欠損、麻痺の有無)の適正テストを行い合格することが必要です。ご不安な方は、入校前に住⺠
票所在地の運転免許試験場の運転適性相談窓口で運転適性相談を受けたください。
●身体条件や書類不備などのために入校できない場合、交通費は自己負担となります。

1．過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、または原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。
2．過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。
3．過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週３回以上となったことがある。
4．過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。

・飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
・病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。


